
 

令和４年度「制度改正等の課題解決環境整備事業」 

 

 

 

 

 

 

 

昨今、働き方改革関連法により、同一労働同一賃金、時間外労働の上限規制、有給休暇の取

得義務化など、労働法制は大きく変化しています。 

それに対応し、労働者を雇用する事業所も法令違反しないよう、労働契約や就業規則の見直し、

３６協定の制定など、対応していかなければなりません。 

商工会では社会保険労務士による働き方改革に対しての個別相談会を下記のとおり開催いたしま

す。相談を希望される方は下記申込書にご記入の上 FAX にてお申し込み下さい。 

この機会に是非ご参加ください。 

 

南労務行政事務所

社会保険労務士・行政書士  南 洋美  氏 

 

         〇労働関係全般 
             年次有給休暇の取得、時間外労働の上限規制 

同一労働同一賃金、割増賃金率の引き上げ 
就業規則の見直し 
36 協定の見直し  など 

 
 

 

 

下記申込書に必要事項をご記入の上 FAX、または 

お電話にて８月２６日（金）までにお申込みください。 
 

白子町商工会  TEL：０４７５-３３-２５１７ FAX：０４７５-３３-２５１８ 

 

 

ＦＡＸ ０４７５－３３－２５１８ 

  個 別 相 談 会 申 込 書  

事業所名  ＴＥＬ  

所 在 地  ＦＡＸ  

氏   名   

相談時間 第１希望     ：    ～     ：     第２希望     ：    ～     ：     

＊本申込書にご記入いただいた情報は、本相談会目的のみに使用いたします。 

 

 ※切り取らずに FAX してください。 

申込方法 

問合せ・申込先 

専 門 家 

 

白子町商工会館 １階会議室 

相談内容 

会  場 

相 談 料 定  員 無料                       先着順 3 名 

                       （個別相談のため時間調整をさせていただく場合もあります） 

日 時 


